
主
任
等
の
命
課
返
上
と
主
任
等
の
指
導
を
拒
否
す
る
通
告
書 

 

お
よ
び 

 
 

教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当
請
求
権
放
棄
書 

  

主
任
制
度
と
主
任
手
当
は
、
教
育
の
国
家
統
制
と
教
職
員
の
分
断
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
断
じ
て
こ
れ
を
容
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
学
校
は
、
憲
法
・
教
育
基
本
法
・「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
の
示
す
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
教
育
活
動
を

行
う
も
の
で
あ
り
、
教
職
員
の
自
立
性
・
創
造
性
に
立
脚
し
、
教
職
員
集
団
の
総
意
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
改
悪
学
校
管
理
規
則
に
も
と
づ
く
主
任
等
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
学
校
長
が
一
方
的
に
決
定
し
た
学

校
運
営
組
織
に
よ
る
分
断
の
命
課
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
返
上
し
ま
す
。 

 

仮
に
学
校
長
が
主
任
等
を
命
課
し
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
そ
の
該
当
者
の
主
任
と
し
て
の
連
絡
調
整
・
指
導
・
助
言
を
受
け

な
い
こ
と
を
通
告
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
私
た
ち
は
、
札
幌
市
立
学
校
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
一
九
条
及
び
、
札
幌
市
立
学
校
教
育
職
員
特
殊
勤
務
手

条
例
第
六
条
に
も
と
づ
く
教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 

年 
 
 

月 
 
 

日
か
ら 

 
 
 
 

年 
 
 

月 
 
 

日
ま
で
の
請
求
権
を
放
棄
し
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
今
後
私
た
ち
に
対
す
る
上
記
手
当
支
給
に
か
か
わ
る
一
切
の
事
務
処
理
を
行
わ
な
い
よ
う
要
請
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当
が
支
給
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
返
還
方
法
に
つ
い
て
は
北
海
道
教
職
員
組
合
に
一
任
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 

年 
 
 

月 
 
 

日 

札 

幌 

市 
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教
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学

校

長 
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お
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署 
 

名 

所
属
学
校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
校 

 
 

 

         

職 

         

名 
 

前 

         

職 

         

名 
 

前 

         

職 

         

名 
 

前 

 


